第14回障害者政策研究全国集会の全体会報告から

2008年12月13～14日、「障害者権利条約で変えよう社会を！法律を！」の全体テーマのもとで第14回障害者政策研究全国集会（以下「政策研」と略、）東京都新宿で開催された。

1日目は全体会、2日目は7分科会（自立支援、交通まちづくり、労働、教育、所得保障、権利擁護、精神障害の人たちの分科会）が行われ、参加者はのべ約350人。

　
「障害者市民案」に関する討議（要約）
全体会のシンポジウムでは、各分科会の指定発言の担当者から、それぞれの政策課題を踏まえて、｢障害者市民案｣に対する意見、質問があり、政策研「障害者差別禁止法」作業チームの担当者が説明していくという形式で行われた。いずれも権利条約、現行法との関連性など重要な意見交換となった。（以下は、討議の要約）
●自立支援分科会（担当者・佐藤聡さん）

「国の責務として介助サービスをちゃんとやるんだと、もう少し踏み込んで書けないのだろうか。」

―作業チームからの説明（東俊裕さん）

自立した生活とか、地域社会で生きる権利ということについては、今度の権利条約の19条に書かれています。ここでは、地域で生活する権利の保障のため、自由権と社会権の相互において、権利を保障しなければならないということ。自由権という部分で言うと、国内法に引き直すと、差別禁止ということになります。社会権という面では、自立支援法の分野の問題になってきます。

地域で生活する権利は、差別禁止だけでは解決しないし、自立生活支援法という社会サービスだけでも解決しない、両方とも必要だという位置づけで書かれています。この権利を、差別禁止法の中でどう位置づけるかが問題になります。「障害者市民案」は、差別禁止という面から法案を作っています。だから社会サービス法ではないんです。

ただ、差別禁止だけでは、社会サービス法との関係が分からなくなるから、第2編（各則）第1章（地域生活）の第５項で橋渡しをする意味で、国の基盤整備義務に触れているわけです。この中で、具体的に、国の基準の問題などを書くと、これは一体何の法律かということになります。差別禁止となれば、これは裁判で勝てる権利となります。そういう意味では、強い権利を保障します。しかしこの中に、社会保障の部分をずっと書いていくと、全体が弱くなる可能性があります。ですから、本体的な問題である自立支援の問題は、そちらに譲るというのが基本的スタンスです。

自立支援法自体の問題として考えれば、これは非常に不十分です。しかしそれは本体でやるべき話であって、差別禁止では、その前提となる大枠の問題を書くところに落ち着きました。ただ具体的に言うと、例えば「4の差別の定義」（第１編　総則）で②障害の種類、程度にもとづいて、地域生活のための支援の提供を拒否し、条件を課し、その他の不利益な取り扱いをすることは差別なんだと書いてあります。

重度の人たちが地域で生活するとき、支給量が足らずに、施設に逆戻りせざるを得ない。

選択権を制限する場合であれば、そういう場合、その人が自分の権利を侵害されたとして、具体的な支給基準を違法だ、差別だとして裁判所で争う権利をここで保障される。しかし、その仕組み全体を差別禁止ということで争うのは、非常に難しい。あくまでも個人の権利保障が、差別禁止の保障なんですね。制度について、具体的にその基準をなくせというところまでは、やはりそれは社会サービス法の分野の問題だと考えているわけです。

ですから、そういう面から言うと、不十分かもしれませんが、それをここに求めても筋が違うんじゃないかというのが、基本的な考え方です。

●所得保障分科会（担当者：山本創さん）

「現行の障害認定制度では、まったくおかしな判断基準によって、臓器・疾病別で対象に入る人と入らない人が切り分けられている。障害の定義の問題を積極的に取り上げていただきたい。障害者手帳を持っていないことを理由に不当に扱われたときに、障害者市民案ではどうなのか」「「知的障害の人が、最低賃金状態で作業所等で働いている人が、稼働能力がないから、最賃適用を除外され、一方で、年金申請するときは年金の対象にならないという制度上の不備がある。障害者市民案では、所得保障と差別禁止は関係ないような印象を受ける。」

―作業チーム（東さん）

差別禁止法では、障害者手帳はいりません。認定制度などを前提にしないのが差別禁止法です。手帳をつくる場合は、基準がいります。その基準が、これまでは医学モデルで、きわめて狭い形で、しかも純粋医学モデルよりは、ある意味では政策的に狭められた形で作られているわけです。現行法で言うと、障害者基本法の第2条の定義は医学モデルです。

そのモデルをさらに制限する形で、身体障害者福祉法における障害の定義があります。

同じように、知的障害者福祉法は定義をしていませんが、実務の中で運用しています。さらに精神障害者福祉法はある意味で医学的なモデルです。なぜかと言うと、サービスを提供するというよりは、お医者さんの間口を広げるためにやっています。それをベースにして、さらに自立支援法では狭めているという関係があります。しかし、差別禁止法は、障害の個人の状況を分析しても始まらないのですね。社会がどう個人に接しているかということが、一番問題です。障害の程度や種類とは基本的に関係がないんです。だから、あらゆる障害を含むということが前提です。その上で、先程、職場内で手帳がないからどうかという問題を言われましたが、差別禁止法は、基本的には、障害に基づく差別を禁止するわけですね。だから、差別の原因とか、契機とか、きっかけとなったものが障害であればいいわけですね。

所得保障の問題は、基本的には社会保障の社会権の分野の中の一番大きな問題です。差別禁止法の中で、所得保障自体を扱っている法制は世界を見てもありません。しかし、できあがってみた所得保障制度の中で、障害を理由にして、他と違う扱いをする。これは、差別に当たるわけです。一定のできあがった制度の中での差別という問題です。これは市民案の対象になります。それで、障害の種別とかによって、軽重をもたらすということになって、それは差別の定義にもあたります。

最低賃金の問題でもそうですね、制度設計として、昔の旧労働省からいえば労働能力が低いから、最賃を除外する。しかし、旧厚生省から言えば、知的障害でも軽い人は、労働力があるから年金は出さないという極めて縦割りのものです。この制度自体は、障害の程度などに基づいて違った取り扱いをすることになり、障害者と社会の実態を無視しています。そういう意味では、差別の問題となると考えています

●交通･まちづくり分科会（担当者・今福義明さん）

「現在のノンステップバス導入、補助金による制度では、地域間格差が拡大するばかりです。障害者・高齢者の社会参加は待ったなしですが、国・地方自治体、企業等は、障害者が障害のない人と同様に公共交通機関を利用できない社会的障害を軽減または解消するに必要なバリアフリー等の法律的配慮をしていないが、どう考えればいいのか」

「2006年、障害者の権利条約と同時期に成立したいわゆるバリアフリー新法、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した場合の法律で、低床バスや移動円滑化基準に適合している車輌で、車椅子使用者の乗車拒否が行われています。このような場合は？」

―作業チーム（東さん）

移動や、建物のアクセス、また情報についてもそうですが、権利条約は、差別禁止というものと、アクセシビリティの保障の二本立てでやっています。アクセシビリティについては、最低限度の基準を設けて制度全体として変えていきなさいと。既存の建物を含めて変えていくことを求めています。それと差別禁止の合理的配慮はどういう関係にあるかというのが前提問題だと思います。ノンステップバスが、非常にばらつきがあるというご指摘です。

実は、バリアフリー新法自体、僕に言わせれば都市と農村の格差を拡大する法律なんですね。例えば、5千人以上の乗降客という基準で一定の設備整備義務を課す、そういう基準を設けると田舎はほとんど適用される駅がないんです。特に僕の住んでいる熊本なんかはね。都会はますます便利になり、田舎はますます使えないという状況が出てきます。

ところが、権利条約では、都市と農村の相互において、アクセスの確保が求められています。ですから、ノンステップバスの普及状況は、まさにそれが懸念されている問題です。

市民案の「利用及び移動」（第2編第2章）では、「国及び自治体の責務」として最低整備基準を作り、いかなる都市や地域においても、移動の権利を満たすものでなければならないと書いています。ですから、どこに住んでいても移動する権利、実質的機会均等の面において、地域間格差が生じないような整備基準を作れと市民案ではなっています。

その意味で、バスの極めて不均衡な発展は、市民案では許されないということです。

じゃあ、仮に都市・農村双方でちゃんとできるような基準ができたとしても、基準に当たるものと当たらないものが出てきます。そういう場合に、当たらない所では、障害者の利用を拒否していいのかとなると、ここで出てくるのが合理的配慮という問題です。

合理的配慮は、システムとして整ってないから利用を拒否していいとは言えないということを言っています。そこで、例えばノンステップバスがないところであっても、高床式のバスであってもその他の手段を用いて移動権を確保しなさいというのが合理的配慮です。

最低整備基準は一定の制度的なボトムアップです。合理的配慮は、その網にひっかかるかどうかとは無関係に具体的にその場で移動権を確保する措置を相手方がとらなきゃいかん、ということです。言われたような拒否の事例は市民案では当然許されないことなります。

●精神障害者分科会（担当者・山本真理さん）

「障害者を差別している法律や制度がある中で、それと併存して、障害者差別禁止法がありうるかという素朴な疑問があります。障害者権利条約の光でもう一度案を照らし直す必要があります。条件次第では、精神障害者の医療の目的と称したとしても、強制入院、強制医療も禁止されている。その中で、障害者市民案では、他の者と平等で、自由なインフォームド・コンセントを認めてはいますが、こうした中で今の精神保健福祉法、および、心神喪失者等医療観察法は両立し得るのか。この法律を国会に出す時、廃止法案と一緒に出すのか」

―作業チーム（崔栄繁さん）

総則（第1編）の部分はすべての規定に掛かってきます。この部分の解釈は重要です。総則の目的では、自己決定の権利を言っています。障害を持つ人が自己の意思決定における十分な情報提供を受ける支援を得ると。

この市民案の作成において、十分に障害者の権利に関する条約の光は当たっていると考えていいと思います。その証拠が、「必要な支援を受けた自己決定」なのです。

ここから解釈しますと、自己決定がベースにあって、それに支援を受けるという形になっています。もし、それに反する、そうじゃない法制度というのは、この法律としては、差別ではないか、という考え方になるかと思います。

この法律はそうした、差別的なものについては、総則の第4章（国及び自治体の責務）の4で、欠格条項及び、差別的条項の廃止を国や地方自治体に義務付けていることになります。廃止法案を出すかどうかはわかりませんが、差別禁止法のもとで、何らかの改正作業が行われるべきであると言えると思います。そのことがこの法律からも読み取れると思います。例えば、韓国では、差別禁止法ができた後に、差別禁止法に抵触する法律を政府と民間が一体になって、洗い出して、その改正作業を今行っているという事例もあります。

医療観察法の件ですが、医療観察法をなくせば良いだけではありません。

精神障害者や知的障害者は絶対に悪いことをしませんとはいいません。障害のない人がそうであるように、悪いことをする人もいるでしょう。だけど、健常者と同じように扱うのが平等ではなくて、「支援された自己決定」というところを、どのように保障していくか。これは、単に医療観察法をなくせばいいということではないと思います。

●教育分科会（担当者・千田好夫）さん

「就学通知の手続きのもとになる就学制度は、この障害者市民案では、これを是正のための展望を持っているか。」

「通常学校に入った障害のある子ども、例えば、人工呼吸器を付けている子、自分でものをかみ砕く力のない子は特に問題になります。非常な嫌がらせがあって、親も本人も疲れ果ててしまう、そのような差別的扱いについて、障害者市民案では、どういう考え方で臨んでいるか。」

―作業チームから（石毛えい子さん）

国連の権利条約の第24条「教育」の項を受け、障害者市民案でこの規定をおきました。

何よりも、差別禁止法をつくるにあたり、基本に据えましたのは、日本はいま、千田さんが言うように、分離教育体制がまかり通っていますが、分離教育ではなく、インクルーシブ教育です。この日本語訳は適切な言葉がなかなか見つかりませんが、共に学ぶ教育ということを基底に置き、共に学ぶ教育をさまたげるのは差別だという書き方をしています。

合理的配慮というのは、差別禁止法で、市民権として自然の権利を確保するためにサポート、支援があって当たり前だ、当然なんだということの具体的規定を合理的配慮としておいています。

教育（第2編第6章）のところでは、利用可能な物理的環境の整備から必要な人員の配備、通学条件の整備などさまざまな配慮義務規定があります。ですから、こういうことをきっちりと教育機関と話し合っていき、協議が整わずともに学ぶ教育を妨げられたのであれば、それは権利委員会（第４編）に、「差別である」ということを申し出て行くという仕組みになっています。「権利委員会」で協議する、争う、それでも整わずに司法の領域に移ることもあろうかと思いますが、そういう場合に障害をもつ人の支援機関を規定しています。与えられてそのまま権利がぽこっと下りてくるのではなく、共に学ぶその関係を分けるということは差別なんだ、というアピールをきっちり出してたたかうこと、その中で、差別の克服が実現してくるという構造が骨格だと考えています。

いろいろと学校教育法などを変えるとか、ややこしいこともありますが、それはまた、別途きっちりと協議しながら詰めていきましょうということです。

●労働分科会（担当・斉藤懸三さん）

「労働の世界というのは、まさに競争の世界で、一般労働市場が、能力による競争を通じて、絶えず差別をし続けている世界だから。そもそも、差別禁止法というような考え方が、労働における差別をなくすことができるのかという大前提の問題がある。」

「質問の1つは、事業者による雇用を中心に考えているとすれば、より重い障害を持った人ほど、差別から救済されないとなるのではないか。もう1点は、例えば、ダブルカウントという制度にみられるように、雇用促進法そのものが持っている差別も確実に存在している。さらに精神障害者は、法定雇用率から除外されているという差別性を持っているなどの諸々の問題が現行の雇用促進法にある中で、積極的差別是正措置を含めるという表現では、現行にある奨励措置そのものの差別性に対して、何ら切り込んでいけないのではないか。」

―作業チーム（奥山幸博さん）

まず、基本的に、いわゆる雇用率制度と差別禁止の両立はあり得るのか。これは差別禁止の議論の当初からあったわけです。様々な問題はあるけれども、一応、積極的差別是正措置の一環としての雇用率制度は、現状においては、これをなくして差別禁止だけにはならないだろうと認識しています。そのほかの納付金制度や、それに基づくさまざまな助成金制度等について、1つ1つどこにどのような問題があるのかを検証していかなければならないと思います。今後のあり方について、きちんとした検証と対案作りの作業が必要ではないかと考えています。

●権利擁護分科会（担当・佐々木信行さん）

「ピープルファーストの佐々木です。この市民案を何度も読みましたが、なかなか難しくて、支援者にいろいろと話してもらいやっとこの質問をつくった。

『意思疎通・情報伝達』（第2編第3章）については、他の障害のように分かりやすい言葉で説明してもらうというような、具体的な支援方法を書くことはできないのか？

『教育』については、障害を持つ人及びその保護者が、普通教育課程で、十分な合理的配慮および必要な支援を提供しても、教育目標に達成できないと判断し、教育機関に申し出、普通教育課程から離脱した場合には差別とは見なされないと書かれている。その『教育目標に達成できないと判断』した場合の、教育目標とは何を意味しているのか。保護者が達成できないと判断した場合は、障害のある子供はそれに従わなければならないのでしょうか。ピープルファーストは、当事者が施設から出ることを手伝う時、ほとんどの場合、保護者と障害当事者の考え方の違いがあります。保護者の判断を差別と見なさないというのは、子どもにとって、親の判断に従うしかないと思います。

―作業チーム（池上智子さん）

障害者市民案が、何度読んでも難しいというのは、佐々木さんだけでなく、他の方々からもよく言われています。そのことは、よく受け止めたいと思います。「障害者のもつ人が選択したコミュニケーション」とは、わかりやすく説明してもらうことだとか、絵で表すのはどういうことかを説明していきたいと思います。

教育のところですが、私個人は、ここで保護者と書くことには反対です。佐々木さんと同じ気持ちです。保護者を、自己決定を支える支援者というような書き方にしていけばいいかと考えていますが、要は、保護者が決めていいよと書いたつもりはない。「障害をもつ人及びその保護者」とあるので、障害をもつ人が主体だと、はっきり書いたつもりです。

障害をもつ子どもだけが支援者をもって学校を選ぶのか、普通の子はどうするのかということがあって、障害をもつ人およびその保護者、としてあります。そこは、また議論していきたいと思います。

「教育目標に達成できないと判断」という部分ですが、あくまでも、インクルーシブ教育だと書きたいのですが、いろんな場合に考慮しました。例えば、聴覚障害を持つ人に対して、教育でまったくのインクルーシブ、普通の学校で学ぶことがいいのかという議論があるんですね。手話と言う言葉を獲得するときに、それがその学校の中で、聴覚障害をもつ仲間とともに学ぶことも大事だということがあり、このような微妙な表現にしています。

決して、親がこうしろと言ったから、したがわなければいけないとは、夢にも思っていないということは佐々木さんと同じ気持ちで書いてあると考えてください。

次に分かりやすく説明したものを作りなさいというのは、本当に最初から言われています。私たちが作業チームで分かりやすいだろうと思って作ったパンフレットも、まだまだ不十分だと思います。ピープルファーストの人たちの力を借りながら、もうちょっとこう書いたほうが分かりやすい、というものをこれから作っていきたいと思っています。

了

